鮫川村有料広告掲載取扱要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、村の広報紙等に掲載することができる広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
　（広告掲載の基準）
第２条　広告を掲載することができるもの（以下「広告の種類」という。）は、次のとおりとする。
（１）広報さめがわ
（２）その他村長が広告の掲載を認めるもの
　（広告掲載の範囲）
第３条　掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
（１）公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの
（２）法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
（３）公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの 
（４）政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの 
（５）児童及び青少年の健全な育成を害するもの 
（６）消費者保護の観点からふさわしくないもの 
（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業若しくは同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む業種又はこれらに類する業種
（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員がその活動のために利用するもの
（９）前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと村長が認めるもの　
（掲載の位置）
第４条　広告を掲載する位置は、次のとおりとする。
（１）広報さめがわの広告掲載位置は、表紙、最終ページ及び村長が指定するページを除く各ぺージの下１段とする。
（２）その他の広告の掲載位置は、広告の種類ごとに村長が別に定めるものとする。
　（広告掲載料）
第５条　広告掲載料は、次のとおりとする。
（１）広報さめがわの広告掲載料は、各ページの下１段（横１７２ミリメートル、縦５２ミリメートル）１万２,０００円、各ページの下１段の２分の１相当（横８５ミリメートル、縦５２ミリメートル）６,０００円とする。
（２）その他の広告掲載料は、広告の種類ごとに村長が別に定めるものとする。
２　広告掲載料は、村長が指定する期日までに前納しなければならない。
　（広告掲載の申請）
第６条　広告の掲載を希望する者は、広告掲載申請書（様式第１号）に広告原稿案を添付して村長に申請しなければならない。
２　広告掲載の申請期日は次のとおりとする。
（１）広報さめがわ　掲載月の前々月末
（２）その他の広告掲載の申請期日は、広告の種類ごとに村長が別に定めるものとする。
　（広告掲載の決定）
第７条　村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、 広告の掲載の可否を決定し、広告掲載決定通知書（様式第２号）又は広告不掲載決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。
　（掲載の優先順等）
第８条　広告の掲載を決定する優先順位は、次のとおりとする。ただし、同一順位内における優先順位は、第６条に規定する広告掲載の申請の受付順とする。
（１）第１順位　村民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、村内に事業所等を有するもの
（２）第２順位　前１号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で、村内に事業所等を有するもの
（３）第３順位　その他広告を掲載することが適当であると村長が認めるもの
２　前項の場合において、同一の順位の中で広告の枠数を超える場合は、抽選により決定するものとする。
　（広告掲載料の返還）
第９条　徴収した広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により広告を掲載できなかったときは、この限りではない。
　（掲載の取消し）
第１０条　次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載決定後であっても、広告の掲載を取り消すものとする。
（１）倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
（２）村長が指定する期日までに広告料の納付がないとき。
（３）村長が指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
（４）第２条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
（５）前各号に掲げるもののほか、村長が広告として適当でないと認めるとき。
２　村長は、前項の規定により広告の掲載を取り消すときは、広告不掲載決定通知書により通知するものとする。
　（広告主の責務）
第１１条　広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
２　広告主は、第三者への権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。
３　広告主は、広告を掲載する権利を第三者へ譲渡し、又は貸し付けてはならない。
　（その他）
第１２条　この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
　　
　　　附　則
　この要綱は、令和８年２月１日から施行する。
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様式第１号（第６条関係）


広告掲載申請書

　　年　　月　　日

　　鮫川村長　
氏名（名称）　　　　　       　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　   　
電話番号　　　　　　　       　　　　　
e-mail　　　　　　　　　　　　　　   　
担当者氏名　　　　　　       　　　　　

鮫川村有料広告掲載取扱に関する要綱第６条の規定に基づき、広告の原稿案を添えて下記のとおり申請します。

記

[bookmark: _Hlk128308536]１　広告の種類（希望する番号を〇で囲み、必要事項をご記入ください。）
　(1)　広報さめがわ
(2)　その他（　　　　　　　　　　　　　）
２　掲載希望期間（希望する番号を〇で囲み、必要事項をご記入ください。）
　(1)　広報さめがわ
（　　　年度　　　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　　月号　）
　(2)　その他
　　（　　　年　　月　　日　　　　～　　　　年　　月　　日）
３　原稿の搬入方法（掲載はモノクロです。）
　　　□　メールで送る　　　□　持参する　　　□村に作成依頼
４　校正の要・不要
　　　□　要　　　　　　　　□　不要　
５　広告掲載料
　　広告掲載が決定されたときは、広告掲載料として　　　　　　　円を支払います。


●会社概要　　　　
※前年度、本村の広報紙に広告掲載のあった場合は、記入不要
　※ホームページのURL・パンフレット等添付可











●自由記述欄








様式第２号（第７条関係）


広告掲載決定通知書

年　　月　　日

　様
鮫川村長　　

年　　月　　日付けで申請のありました広告掲載については、下記のとおり決定したので通知します。

記

１　広告を掲載する月及び掲載広告の大きさ




２　その他

様式第３号（第７条関係）


広告不掲載決定通知書

年　　月　　日

　様
鮫川村長　　

年　　月　　日付けで申請のありました広告掲載については、下記の理由により掲載しないことを決定したので、通知します。

記

理由

1


